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Ｑ　

諸
収
入
で
当
初
予
算

の
額
が
そ
の
ま
ま
振
替
え

ら
れ
て
い
る
が
、
振
替
え

の
理
由
を
。

Ａ　

当
初
は
一
般
会
計
に

組
ん
で
い
た
が
保
健
事
業

も
、
繁
雑
に
な
る
と
い
う

こ
と
で
特
別
会
計
へ
の
組

み
換
え
と
な
っ
た
。

Ｑ　

債
務
負
担
行
為
補
正

で
庁
舎
建
設
工
事
費
が
増

額
に
な
っ
て
い
る
が
、
想

定
の
範
囲
内
か
。

Ａ　

庁
舎
建
設
の
限
度
額

三
十
億
円
の
範
囲
内
だ
。

Ｑ　

地
域
介
護
・
福
祉
空

間
整
備
等
補
助
金
額
の
積

算
根
拠
を
。

Ａ　

消
防
法
の
改
正
に
よ

り
、
地
域
密
着
型
の
認
知

症
対
応
の
グ
ル
ー
プ
ホ
ー

ム
に
つ
い
て
ス
プ
リ
ン
ク

ラ
ー
の
設
置
が
義
務
付
け

ら
れ
た
。
本
市
四
ヵ
所
の

施
設
の
う
ち
一
ヵ
所
が
手

を
挙
げ
て
い
る
。

Ｑ　

中
山
間
地
域
交
通
仕

組
み
づ
く
り
事
業
の
説
明

を
。

Ａ　

県
の
単
独
事
業
で
補

助
率
の
高
い
方
に
乗
り
換

え
、
沿
線
住
民
の
意
識
調

査
も
行
う
こ
と
と
し
た
。

Ｑ　

住
宅
手
当
緊
急
特
別

措
置
事
業
の
説
明
を
。

Ａ　

離
職
者
で
、
就
労
能

力
及
び
就
労
意
欲
の
あ
る

者
の
う
ち
住
宅
を
喪
失
し

て
い
る
者
ま
た
は
喪
失
す

る
お
そ
れ
の
あ
る
者
に
対

し
住
宅
手
当
を
支
給
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
住
宅
及
び

就
労
機
会
の
確
保
に
向
け

て
支
援
を
行
う
事
業
だ
。

申
請
に
基
づ
き
今
年
十
月

一
日
か
ら
全
国
一
斉
に
事

業
を
行
う
。

（
歳
出
）

　
Ｑ　

太
陽
光
発
電
の
設
置

事
業
で
、
各
学
校
の
積
算

根
拠
を
。

Ａ　

各
校
の
屋
根
の
構
造

に
よ
り
見
積
り
が
違
う
。

Ｑ　

ア
ン
パ
ン
マ
ン
ミ
ュ

ー
ジ
ア
ム
の
駐
車
場
用
地

の
購
入
は
今
ま
で
、
借
り

て
い
た
分
の
購
入
と
な
っ

て
い
る
。
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ

イ
ー
ク
等
に
非
常
に
混
雑

し
て
困
っ
て
い
る
が
、
新

た
に
駐
車
場
を
増
や
す
計

画
は
無
い
の
か
。

Ａ　

高
速
道
路
の
千
円
効

果
で
大
変
混
雑
し
た
。
駐

車
場
の
確
保
は
今
後
、
検

討
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

Ｑ　

橋
梁
点
検
委
託
の
内

容
の
説
明
を
。

Ａ　

当
初
予
算
と
補
正
で

千
二
百
万
円
に
な
る
。
対

象
橋
梁
は
全
部
で
四
十
七

ヵ
所
で
目
視
点
検
が
中
心

に
な
る
。

Ｑ　

訪
問
介
護
利
用
者
負

担
減
額
対
策
事
業
の
説
明

を
。

Ａ　

平
成
二
十
年
六
月
で

一
旦
終
了
し
た
事
業
だ
が
、

対
象
者
の
出
る
可
能
性
も

あ
り
、
補
正
し
た
。

Ｑ　

就
労
支
援
員
に
つ
い

て
ど
う
い
う
計
画
か
。

Ａ　

手
当
て
支
給
対
象
者

か
ら
就
労
活
動
状
況
の
報

告
を
受
け
る
ほ
か
、
履
歴

書
の
書
き
方
、
面
接
の
受

け
方
の
指
導
、
ハ
ロ
ー
ワ

ー
ク
へ
の
同
行
訪
問
な
ど

を
行
う
。
特
に
資
格
な
ど

は
必
要
な
い
。

Ｑ　

経
営
指
導
事
業
補
助

金
だ
が
、
市
と
し
て
ど
こ

ま
で
踏
み
込
ん
だ
対
応
を

し
て
い
く
の
か
。

Ａ　

目
的
は
し
っ
か
り
し

た
経
営
改
善
だ
。
職
員
の

教
育
指
導
が
必
要
で
事
業

導
入
を
決
め
た
。
「
背
水

の
陣
」
で
取
り
組
む
。

委 員 会 審 査委 員 会 審 査
※P6 の審査した議案をご参照ください。

　

一
般
会
計
補
正
予
算
に
つ
い
て
は
総
務
常
任

委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
が
、
議
案
の
性
質
上
他

の
委
員
会
の
所
管
事
項
と
関
連
す
る
た
め
、
教

育
厚
生
及
び
産
業
建
設
常
任
委
員
会
と
の
連
合

審
査
に
よ
り
質
疑
さ
れ
た
。
質
疑
の
一
部
を
掲

載
す
る
。 連

合
審
査

平
成
21
年
度

補
正
予
算　
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Ｑ　

議
案
第
九
十
二
号
で

現
在
、
試
行
運
行
し
て
い

る
路
線
で
今
後
検
討
す
る

場
合
の
説
明
は
。

Ａ　

状
況
に
応
じ
て
議
会

及
び
地
域
、
地
域
審
議
会

な
ど
に
説
明
を
し
て
い
き

た
い
。

Ｑ　

今
後
、
試
行
運
行
を

継
続
す
る
か
停
止
す
る
か

は
乗
車
率
も
加
味
し
て
判

断
す
る
の
か
。

Ａ　

神
池
線
で
は
試
行
運

行
期
間
の
延
伸
を
三
ヵ
月

程
度
し
、
利
用
度
合
い
や

使
い
勝
手
を
含
め
た
満
足

度
も
こ
れ
か
ら
調
査
す
る
。

Ｑ　

議
案
九
十
三
号
で
就

労
支
援
員
制
度
は
国
の
財

政
支
援
が
な
く
て
も
続
け

る
の
か
。

Ａ　

生
活
保
護
の
方
に
も

就
労
指
導
員
と
言
う
十
割

の
補
助
事
業
が
あ
り
、
そ

の
事
業
へ
の
切
り
替
え
も

考
え
て
い
る
。

Ｑ　

住
宅
支
援
の
対
象
者

を
把
握
し
て
い
る
か
。
積

極
的
に
募
集
す
る
の
か
。

Ａ　

調
査
し
て
つ
か
ん
で

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
国

の
数
値
基
準
に
よ
る
と
、

半
年
で
十
四
人
位
で
あ
る
。

Ｑ　

議
案
第
八
十
六
号
で
、

償
還
金
の
内
容
は
。

Ａ　

県
費
と
支
払
い
基
金

交
付
金
の
清
算
で
あ
る
。

Ｑ　

議
案
第
八
十
七
号
で
、

介
護
従
事
者
処
遇
改
善
臨

時
特
例
交
付
金
は
三
年
間

の
交
付
だ
っ
た
と
思
う
が

あ
と
二
年
続
け
て
こ
の
金

額
が
入
る
の
か
。

Ａ　

一
年
目
が
全
額
で
、

二
年
目
が
半
額
、
あ
と
は

ゼ
ロ
で
あ
る
。

Ｑ　

激
変
緩
和
策
だ
と
思

う
が
、
三
年
間
を
過
ぎ
た

ら
介
護
保
険
料
に
は
ね
返

る
の
で
は
な
い
か
。

Ａ　

第
五
期
計
画
に
か
か

わ
る
事
な
の
で
現
状
で
は

わ
か
ら
な
い
。

Ｑ　

退
職
者
被
保
険
者
等

第
三
者
納
付
金
の
金
額
が

大
き
い
が
内
容
は
。

Ａ　

交
通
事
故
に
よ
る
相

手
方
か
ら
入
っ
た
金
額
で

一
件
で
あ
る
。

Ｑ　

議
案
第
八
十
八
号
で

償
還
金
の
説
明
を
。

Ａ　

平
成
二
十
年
度
の
清

算
で
国
・
県
・
基
金
へ
戻

す
金
額
で
あ
る
。

Ｑ　

主
旨
普
及
費
の
消
耗

費
の
説
明
を
。

Ａ　

介
護
報
酬
が
三
％
上

が
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
保

険
料
に
国
か
ら
助
成
す
る

制
度
が
あ
る
事
の
啓
発
活

動
の
た
め
の
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
・
印
刷
代
で
あ
る
。

Ｑ　

ど
こ
に
対
す
る
啓
発

か
。
そ
う
い
う
宣
伝
を
や

る
意
味
が
あ
る
の
か
。
本

来
は
国
が
作
る
も
の
で
は
。

Ａ　

金
額
は
国
か
ら
来
て

い
る
。
保
険
料
が
安
く
な

っ
て
い
る
の
を
知
ら
せ
る

た
め
で
あ
る
。

Ｑ　

わ
ざ
わ
ざ
、
そ
う
い

う
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
作
ら

な
く
て
も
、
そ
の
費
用
を

介
護
保
険
料
の
軽
減
に
あ

て
啓
発
は
広
報
等
で
や
る

の
が
当
た
り
前
で
は
。

Ａ　

あ
ら
か
じ
め
事
務
費

と
し
て
来
て
い
る
も
の
で

使
わ
な
か
っ
た
ら
国
庫
に

返
さ
な
く
て
は
い
け
な
い
。

Ｑ　

保
険
料
が
安
く
な
っ

た
わ
け
で
は
な
く
て
上
げ

ら
れ
る
の
を
押
さ
え
た
と

い
う
こ
と
だ
。
制
度
の
説

明
な
ら
、
介
護
保
険
の
詳

し
い
内
容
の
周
知
を
し
て

は
。

Ａ　

介
護
保
険
制
度
の
説

明
は
し
て
い
る
。

Ｑ　

議
案
第
八
十
九
号
で

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画

費
収
入
は
ど
こ
か
ら
の
収

入
か
。

　

本
委
員
会
に
は
「
香
美
市
営
バ
ス
事
業
に
係

る
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
」
等
の
議
案
が
付

さ
れ
た
。
質
疑
の
一
部
を
掲
載
す
る
。

総
務
常
任
委
員
会

本
委
員
会
に
は
「
平
成
二
十
一
年
度
香
美
市
老

人
保
健
特
別
会
計
補
正
予
算
」
等
の
議
案
が
付

託
さ
れ
た
。
質
疑
の
一
部
を
抜
粋
す
る
。

教
育
厚
生
常
任
委
員
会
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Ａ　

介
護
保
険
特
別
会
計

（
保
険
事
業
勘
定
）
か
ら

入
っ
て
く
る
。

Ｑ　

議
案
第
九
十
号
で
後

期
高
齢
者
広
域
連
合
受
託

事
業
収
入
が
、
な
ぜ
当
初

一
般
会
計
で
組
ま
れ
た
の

か
。

Ａ　

こ
の
特
別
会
計
は
市

が
保
険
料
を
集
め
て
広
域

連
合
に
納
め
る
会
計
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
他
の
後
期

高
齢
者
に
係
る
事
務
に
つ

い
て
は
一
般
会
計
で
行
う

よ
う
に
し
て
い
た
。
決
算

統
計
を
作
成
す
る
時
に
繁

雑
に
な
る
こ
と
か
ら
特
別

会
計
に
移
し
た
。
調
査
対

象
者
三
百
二
十
五
人
に
予

算
化
し
て
い
る
。

Ｑ　

承
認
第
十
五
号
で
税

務
署
は
自
主
申
告
で
余
分

に
支
払
っ
て
も
通
知
は
な

い
と
思
う
が
、
少
な
け
れ

ば
通
知
が
あ
る
。
行
政
に

対
し
て
も
同
じ
か
。

Ａ　

今
回
は
自
主
申
告
に

よ
る
修
正
だ
。
「
特
定
環

境
」
と
「
農
業
集
落
排
水
」

は
消
費
税
が
プ
ラ
ス
さ
れ
、

「
公
共
下
水
」
は
還
付
さ

れ
た
。
官
庁
に
つ
い
て
も

自
己
申
請
に
よ
る
修
正
は

受
け
付
け
る
。

Ｑ　

承
認
第
十
六
号
で
、

延
滞
金
に
税
金
を
投
入
す

る
こ
と
は
地
方
公
共
団
体

と
し
て
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
。
延
滞
金
の
計
算
は
で

き
て
い
る
か
。

Ａ　

反
省
し
て
い
る
。
延

滞
金
の
税
率
に
つ
い
て
は

税
務
署
で
も
す
ぐ
に
出
な

い
。
日
割
り
計
算
で
後
日

教
え
て
も
ら
う
。

Ｑ　

認
定
第
十
二
号
で
、

水
道
の
開
栓
料
金
が
他
の

市
町
村
と
比
べ
て
高
い
の

で
は
な
い
か
。

Ａ　

開
栓
の
時
だ
け
一
回

に
つ
き
千
円
で
あ
る
。

Ｑ　

認
定
第
十
三
号
で
、

以
前
に
も
監
査
委
員
か
ら

意
見
が
あ
っ
た
。
目
的
外

と
い
う
こ
と
で
剰
余
金
を

返
せ
ば
い
ろ
い
ろ
な
影
響

が
あ
る
と
思
う
が
。

Ａ　

工
業
用
水
を
作
る
目

的
で
起
債
を
起
こ
し
た
の

で
目
的
外
へ
の
転
換
、
一

括
償
還
し
て
か
ら
と
い
う

こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

Ｑ　

工
業
用
水
は
上
水
道

に
も
使
え
る
水
か
。

Ａ　

取
水
地
が
片
地
川
の

地
下
水
か
ら
な
の
で
水
質

に
問
題
は
な
い
。

Ｑ　

残
り
三
区
画
の
今
後

の
状
況
は
。

Ａ　

正
区
画
で
な
い
場
所

が
残
っ
て
い
る
。
正
区
画

で
な
い
所
に
工
業
用
水
を

使
う
よ
う
な
企
業
が
来
る

か
危
惧
さ
れ
る
。

Ｑ　

宅
地
造
成
地
の
下
水

道
管
は
道
路
ま
で
の
埋
設

か
。

Ａ　

開
発
工
事
に
伴
う
道

路
に
つ
い
て
は
、
水
道
は

開
発
業
者
が
施
工
し
て
市

に
寄
附
を
す
る
。
下
水
道

は
受
益
者
負
担
金
を
賦
課

で
き
る
の
で
下
水
道
課
で

布
設
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宅

地
に
つ
い
て
一
平
方
㍍
当

た
り
四
百
六
十
円
の
負
担

金
を
賦
課
し
て
い
く
。

Ｑ　

議
案
第
八
十
五
号
に

つ
い
て
、
土
井
橋
の
拡
張

工
事
は
い
つ
に
な
る
の
か
。

Ａ　

補
正
で
今
年
度
か
ら

来
年
度
に
か
け
て
、
橋
の

部
分
及
び
、
処
理
場
付
近

の
工
事
を
行
う
。

Ｑ　

議
案
第
九
十
一
号
で
、

委
託
料
減
額
二
百
六
十
二

万
四
千
円
が
当
初
予
算
で

は
三
百
万
円
と
な
っ
て
い

る
が
。

Ａ　

漏
水
委
託
料
三
百
万

円
を
予
算
化
し
た
が
、
人

件
費
と
組
み
替
え
た
。

Ｑ　

議
案
第
九
十
四
号
で
、

十
年
間
契
約
の
費
用
内
訳

に
つ
い
て
説
明
を
。

Ａ　

維
持
管
理
に
つ
い
て

は
通
常
の
管
理
で
、
燃
料

等
は
無
償
、
大
修
繕
は
市

で
行
う
。
年
間
保
守
契
約

は
十
万
五
千
円
。
搭
乗
者

三
名
の
保
険
料
が
年
間
三

万
九
千
五
十
円
で
あ
る
。

Ｑ　

三
戸
で
五
人
全
員
が

運
転
で
き
る
の
か
。

Ａ　

法
的
規
制
は
な
い
が

運
転
講
習
修
了
書
が
必
要
。

物
部
支
所
長
が
講
師
の
資

格
を
取
り
職
員
、
保
健
師
、

地
域
の
住
民
に
一
旦
講
習

を
し
て
修
了
書
を
渡
し
て

い
る
。
地
元
の
方
は
全
員

が
乗
れ
る
。

Ｑ　

議
案
第
九
十
六
号
で
、

十
円
上
が
る
と
平
均
世
帯

で
い
く
ら
に
な
る
の
か
。

Ａ　

平
均
家
庭
で
二
ヵ
月

四
〇
立
方
㍍
使
っ
て
い
る
。

消
費
税
込
み
で
二
ヵ
月
四

千
二
百
円
だ
が
、
今
回
の

改
正
で
四
千
六
百
二
十
円

に
な
る
。

　

本
委
員
会
に
は
「
平
成
二
十
一
年
度
香
美
市

特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道
事
業
特
別
会
計
補

正
予
算
」
等
の
議
案
が
付
託
さ
れ
た
。
質
疑
の

一
部
を
掲
載
す
る
。

産
業
建
設
常
任
委
員
会
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日
本
共
産
党
と
「
く
ら

し
と
福
祉
を
守
る
会
」
を

代
表
し
、
議
案
第
八
十
三

号
、
第
九
十
五
号
、
第
九

十
六
号
に
対
し
、
反
対
討

論
を
行
う
。

　

条
例
の
改
正
案
で
、
問

題
の
第
一
点
は
昨
今
の
市

民
の
生
活
状
況
が
全
く
無

視
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点

だ
。
こ
の
一
年
で
給
料
、

ボ
ー
ナ
ス
が
減
っ
た
と
い

う
方
は
四
〇
％
、
暮
ら
し

が
よ
り
大
変
に
な
っ
た
と

い
う
方
は
国
民
の
五
〇
％

に
及
ぶ
と
い
う
数
字
が
発

表
さ
れ
て
い
た
。
市
職
員

に
お
い
て
も
民
間
に
倣
い

ボ
ー
ナ
ス
カ
ッ
ト
が
行
わ

れ
て
い
る
。
国
に
お
い
て

は
様
々
な
経
済
対
策
を
行

っ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
。
そ

の
よ
う
な
中
、
市
民
の
負

担
軽
減
に
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
末
端
自
治
体
が

行
う
施
策
で
は
な
い
と
考

え
る
。
市
の
財
政
を
総
合

的
に
見
て
、
各
指
標
が
適

正
水
準
で
推
移
し
て
い
る

時
、
市
民
に
特
別
会
計
の

み
を
特
化
し
て
値
上
げ
に

踏
み
切
る
こ
と
は
時
期
尚

早
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

併
せ
て
議
案
第
八
十
二

号
で
も
見
ら
れ
る
様
に
、

保
育
料
の
軽
減
等
が
行
わ

れ
て
い
る
の
に
、
片
や
負

担
増
と
は
理
解
に
苦
し
む

と
こ
ろ
だ
。
ま
た
、
他
の

市
町
村
で
は
人
事
院
勧
告

の
ボ
ー
ナ
ス
カ
ッ
ト
分
を

住
民
生
活
の
応
援
に
税
源

措
置
し
た
例
も
あ
る
。

　

二
点
目
の
問
題
点
は
水

洗
化
向
上
も
道
半
ば
で
あ

る
点
だ
。
質
疑
で
は
、
水

洗
化
向
上
の
た
め
、
次
の

段
階
を
検
討
し
て
い
る
と

の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
そ

う
で
あ
る
な
ら
手
順
が
逆

だ
。
併
せ
て
監
査
委
員
の

指
摘
で
は
下
水
道
使
用
料

の
徴
収
事
務
委
託
料
を
見

直
せ
と
の
意
見
も
あ
る
。

　

三
点
目
に
市
民
に
対
す

る
行
政
の
姿
勢
だ
。
以
前

か
ら
指
摘
の
あ
っ
た
下
水

道
料
金
の
不
公
平
部
分
の

改
善
も
行
わ
な
い
ま
ま
の

値
上
げ
は
納
得
さ
れ
る
手

法
で
は
な
い
。
や
る
べ
き

こ
と
を
や
っ
て
か
ら
の
提

案
で
な
い
と
言
わ
ざ
る
を

得
な
い
。
最
後
に
議
案
第

八
十
三
号
は
料
金
改
定
に

伴
う
シ
ス
テ
ム
改
修
で
あ

る
が
ゆ
え
賛
成
で
き
な
い

旨
述
べ
て
反
対
討
論
と
す

る
。

　

こ
の
件
に
つ
い
て
は
、

下
水
道
審
議
会
に
お
い
て
、

受
益
者
の
代
表
者
、
議
会

の
代
表
者
、
有
識
者
の
方

々
に
よ
っ
て
慎
重
審
議
さ

れ
、
答
申
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。

　

本
市
の
下
水
道
事
業
の

現
状
は
、
市
民
が
支
払
っ

て
い
る
使
用
料
金
で
は
一

立
方
㍍
の
汚
水
を
処
理
す

る
費
用
（
処
理
原
価
）
の

約
三
八
％
し
か
ま
か
な
え

て
お
ら
ず
、
残
り
の
約
六

二
％
は
一
般
会
計
か
ら
の

繰
入
金
（
市
税
等
）
を
つ

ぎ
た
し
て
汚
水
の
処
理
を

し
て
い
る
。
こ
の
繰
入
金

に
は
、
下
水
道
を
使
用
で

き
な
い
地
域
の
方
々
の
負

担
も
含
ま
れ
て
お
り
、
不

公
平
感
を
も
っ
て
い
る
。

　

平
成
二
十
年
度
の
汚
水

処
理
に
は
、
一
年
間
で
約

三
億
七
千
七
百
万
円
必
要

で
あ
っ
た
が
、
そ
の
う
ち

市
民
の
皆
さ
ん
の
使
用
料

金
で
ま
か
な
え
た
分
は
約

一
億
四
千
百
万
円
で
あ
り
、

残
り
の
二
億
三
千
六
百
万

円
は
一
般
会
計
か
ら
の
繰

入
金
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
現
状
を
市
民
に
十
分
周

知
す
る
こ
と
が
必
要
と
考

え
る
。

　

今
回
の
使
用
料
金
改
正

を
見
て
み
る
と
、
改
正
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
一
般
会

計
か
ら
の
繰
入
金
が
五
％

の
減
と
な
り
、
使
用
料
金

に
つ
い
て
は
八
・
一
％
の

増
と
な
る
。
ま
た
、
一
立

方
㍍
の
汚
水
を
処
理
す
る

の
に
必
要
な
費
用
三
百
五

十
二
・
三
円
の
う
ち
、
使

用
料
金
負
担
は
百
四
十
四

・
八
円
（
約
四
一
・
一
％
）

と
な
る
。
一
般
会
計
か
ら

の
繰
入
金
は
二
百
七
・
五

円
（
五
八
・
九
％
）
と
な

る
。
平
均
的
な
使
用
の
家

庭
で
は
、
二
ヵ
月
で
四
百

円
程
度
の
値
上
が
り
と
な

る
。

　

し
か
し
、
依
然
と
し
て

一
般
会
計
か
ら
の
多
額
の

繰
入
金
を
見
る
と
、
不
公

平
感
は
残
り
、
な
ぜ
今
ま

で
に
使
用
料
の
値
上
げ
を

実
施
し
て
こ
な
か
っ
た
の

か
疑
問
で
あ
り
、
監
査
に

お
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
不
公
平

感
を
無
く
し
て
い
く
た
め

に
は
、
今
後
、
三
年
か
ら

五
年
で
使
用
料
金
の
見
直

し
を
行
い
、
適
正
な
使
用

料
金
を
徴
収
す
る
方
向
に

し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と

考
え
、
議
案
第
八
十
三
号
、

九
十
五
号
、
九
十
六
号
に

賛
成
す
る
。

反
対
討
論

賛
成
討
論

下水道料金の改定
〈議案第83号、95号、96号〉

西
村　

成
議
員

山
﨑
龍
太
郎
議
員


